
Ⅰ 組織の使命

令和7年度(2025年度)総務部運営方針

総務部のミッション（使命）は，

・職員が市民サービスやまちづくり事業に意欲と情熱を持って取り組むことのできる環境をつくる

・市民の皆さんが安心して暮らせるまちづくりを進めることです。

このため総務部職員は，各部局の職員とよく話し合い，一人ひとりの職員が市民のために十分に力を発揮し，

各種サービスやまちづくり事業に積極的に取り組める環境づくりに努めるとともに，行政のプロとして自ら考え

行動する職員を育成することにより，市民の笑顔に繋がる行政の推進に取り組みます。

また，行財政改革を間断なく推進し，制度や業務の見直し・効率化，人材育成，組織の活性化に取り組むほか，

防災対策の強化や大間原発への対応など，安全・安心で住みよいまちづくりに努めます。

○ 組織全体で課題を共有し，その対応や解決にあたります。

○ 各部局と積極的に話し合い，連携し，組織の活性化を図ります。

○ 市民に信頼されるための知識と接遇力を備え，職務に誇りと自覚を持った人材を育成します。

Ⅱ 組織の基本方針

Ⅲ 年度評価 総評

総務部は，各部局の職員が市民サービスやまちづくり事業に意欲と情熱を持って取り組むことのできる環境づ

くりと市民の皆さんが安心して暮らせるまちづくりを進めることを使命とし，それらを達成するための目標を定

めて取り組み，概ね達成できたものと考えております。

「市役所の簡素効率化と組織力の向上」においては，持続可能な行財政運営を確立するため，「行財政改革推

進プラン２０２２～２０２６」の着実な実行に努め，行財政改革を推進するとともに，事務事業・組織機構の見

直し，事業評価の実施，公文書管理条例の制定，各種職員研修の実施，メンタルヘルス対策の推進など，効率的

な組織運営や組織の活性化に取り組みました。また，より受験しやすい形の採用試験を実施するなど，職員採用

試験の受験者数増を図るための取組を進め，必要職員数を確保しました。

「行政事務のデジタル化等の推進」においては，自治体情報システムの標準化に向けたシステム再構築，行政

手続きのオンライン化，会議システムやグループウェア，生成ＡＩの活用，統計調査結果のオープンデータでの

公表など，デジタル化等による行政運営の効率化や積極的な情報発信に取り組みました。

「市民の安全安心の創出」においては，北海道地域防災計画の修正等を踏まえ，地域防災計画を改訂したほか，

防災フェスタを開催し，防災関係機関の連携の強化と多くの市民の防災意識の向上を図るなど，各種防災対策の

推進に取り組みました。また，大間原発訴訟については，大間原発建設の無期限凍結のため，弁護団との協議を

行いながら，裁判に臨んでおります。

今後におきましても，各部局と連携しながら，人口減少時代を見据えた組織や行政事務のあり方等の課題に対

応し，職員が意欲を持って仕事に励むことができる，市民に信頼される市役所づくりに，積極的に取り組んでま

いります。



・主要施策，事務事業 

区分 担当課 評価 評価の説明 

１ 市役所の簡素効率化と組織力の向上 

 (1) 行財政改革の推進 

  ・函館市行財政改革推進プラン
2022～2026の着実な実行に加え
さらなる対策に取り組み，行財
政改革を間断なく推し進めます｡ 

行政改革課 Ｂ 

・持続可能な行財政運営を確立するため，取組項
目に基づくプランの着実な実行に努めるととも
に，各種取組の進捗管理や達成度の把握・検証
を徹底しながら，より一層行財政改革を推し進
めた。 

 
・現プランによる行財政対策の実施後においても

見込まれる収支不足の解消を図るため，さらな
る対策を検討し，行財政効果額の上積みを図っ
た。 

 (2) 制度等の見直し・適正運用 

  ・事務事業や組織機構の見直しを
進めるとともに，多様な雇用形
態を活用するなど適切な職員配
置に努めます。 

行政改革課 Ｂ 

・まちづくりに向けた各種政策の展開に伴う業務
量の変化，法律や各種制度改正への対応，業務
の効率化を踏まえ，会計年度任用職員等を活用
しながら，職員を適正に配置した。 

  ・各種事業の成果・効果を検証し
事業の改善や見直しに繋げ，よ
り効果的・効率的な行政サービ
スを目指すため，事業評価を実
施し，翌年度予算編成へ反映さ
せるとともに，公表します。 

行政改革課 Ｂ 

・各種事業の進捗や効果について，ＥＢＰＭの基
本となるロジックモデルに基づき設定した成果
指標に照らして検証を行い，事業の改善や見直
しに繋げ，評価結果を翌年度予算編成へ反映さ
せたほか，アカウンタビリティ（説明責任）資
料として公表した。 

  ・指定管理者に対するモニタリン
グ評価の実施や新たに賃金スラ
イド制度を導入することなどを
通じ，指定管理者制度の適正な
運用を進めます。 

行政改革課 Ａ 

・全施設のモニタリング評価シートを公表したほ
か，候補者選定にあたっては，選定結果・理由
等をホームページ上で公開した。 

 
・物価高騰および最低賃金の上昇への対応として,

燃料・光熱費の不足分への支援等を行ったほか,
賃金水準の変動に応じて指定管理委託料の見直
しを行う賃金スライド制度を導入した。 

  ・文書事務・法制事務に係る職員
研修等の取組を充実させ，ルー
ル遵守の啓発に努めるとともに,
文書管理システムの導入および
公文書管理条例の制定に向けた
取組を進め，文書事務が適正か
つ効率的に運用される仕組みの
構築を目指します。 

文書法制課 Ａ 

・職員に対する研修を充実し，文書事務・法制事
務の適正な取扱いの啓発に努めた。 

 
・文書管理システムについては，令和８年度(2026

年度)に導入し，公文書管理条例については，令
和７年(2025年)12月議会で原案とおり可決され
令和８年４月１日施行となった。 

 (3) 人材育成の推進・組織の活性化 

  ・個々の職員が目標をもって，主
体的に職務に取り組むための部
局運営方針を策定し，公表しま
す。 

行政改革課 Ｂ 

・全ての部局において「部局運営方針」を策定し
公表した。 

令和７年度(2025 年度)総務部運営方針（年度評価） 



  ・研修効果やニーズを把握し，時
代にあった職員研修の実施に努
めるほか，市民に信頼されるた
めの接遇力等を備えた人材を育
成するための職員研修の充実を
図ります。 

人事課 Ｂ 

・令和７年度は生成ＡＩの研修を実施した。また,
ＤＸ研修を担当職を対象に実施したことで，令
和５年度(2023年度)の特別職，部長職から開始
したＤＸ研修を全職層で実施することができた｡ 

  ・「次世代育成支援対策推進法」
および「女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する法律」に
基づき策定した「特定事業主行
動計画（次世代育成・女性活躍
統合版）」を踏まえ，次世代育
成支援や女性職員の活躍のため
の取組を進めます。 

 
・令和８年度からの新計画につい

ては，次世代育成支援対策推進
法の改正を踏まえ，職員の状況
を把握し，改善すべき事情につ
いて分析したうえで策定します｡ 

人事課 Ａ 

・女性職員の管理・監督職への積極的な登用を
行ったほか，育児休業や男性職員の育児参加休
暇の取得といった職員の仕事と子育ての両立支
援制度の活用の促進など各種取組を進めた。 

 
・「次世代育成支援対策推進法」および「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律」の
改正を踏まえるとともに，男女間の意識差につ
いてのアンケートを実施し，目標値についてＫ
ＰＩを設定した第２期特定事業主行動計画（令
和８年度～12年度）を策定した。 

  ・職員へのカスタマーハラスメン
トに対し，組織として毅然と対
応することにより，職員を守る
とともに，行政サービスを適正
に提供し，もって公務の円滑な
運営を確保することを目的とし
てカスタマーハラスメント対策
を進めます。 

人事課 Ｂ 

・令和７年４月に行政サービス利用者等に向けて
市としての基本方針を示したほか，相談窓口の
設置および研修の実施にかかる規定を整備し，
職員向けの対策マニュアルを策定するなどカス
タマーハラスメント対策を進めた。 

  ・「障害者の雇用の促進等に関す
る法律」に基づき策定した「障
害者活躍推進計画」を踏まえ，
法定雇用率の継続的な達成や，
障害者の活躍を推進するための
取組を進めます。 

人事課 Ｂ 

・障害者の雇用について，引き続き法定雇用率を
達成したほか，職場環境の向上に資するため，
障害者である職員に職場環境に関するアンケー
トを実施した。 

  ・職員採用試験の受験者増加に向
けた取組や，最終合格者への
フォロー等の手法を検討し，必
要職員数を確保します｡ 

人事課 Ｂ 

・確保困難な職種である土木技術，建築技術，福
祉事務（獣医師），福祉事務（薬剤師）につい
て４月から12月までを募集期間とする随時日程
を新たに導入し，土木技術，建築技術において
は必要職員数を確保した。 

  ・職員の定着率向上を図るため，
働きやすい職場環境づくりに取
り組みます。 

人事課 Ｂ 

・管理職マネジメント研修で新規採用職員アン
ケートの分析結果を共有し，若手職員へのマネ
ジメント能力の向上を図った。 

 
・民間企業勤務を経て採用された職員が新規採用

職員研修の講師となり，民間企業と市役所の働
きやすさの違い等について講義をした。 

  ・福利厚生の充実に努めるほか，
長時間勤務による健康障害防止
対策や職場のメンタルヘルス対
策等を推進するとともに，安全
衛生委員会等の活動を促進し，
職員の健康確保に努めます。 

職員厚生課 Ｂ 

・厚生会の財政収支試算に基づき，令和８年度以
降の会費負担率の見直しを図ったほか，メンタ
ルヘルス対策等の推進や定期健康診断の項目増,
総合ドックの対象枠の拡大，各安全衛生委員会
の体制の充実を促すなど，職員の健康確保に努
めた。 

  



２ 行政事務のデジタル化等の推進 

 (1) 行政事務のデジタル化 

  ・市民の利便性向上および行政運
営の効率化のため，情報システ
ムの標準化や行政手続きのオン
ライン化を進めるとともに，Ａ
Ｉ等の活用，ペーパーレス化の
推進に取り組みます。 

情報 
システム課 

 
行政改革課 

Ｂ 

・情報システムの標準化については，令和７年度
(2025年度)末の移行期限内に一部業務を除き順
次稼働した。 

 
・行政手続きのオンライン化については，函館市

公式ＬＩＮＥにおいて，各種申請などＬＩＮＥ
上でできる手続きを拡充した。 

 
・ＡＩについては，生成ＡＩの活用による業務効

率化の推進を図るほか，会議システムやグルー
プウェアの活用により，ペーパ－レス化の推進
および組織内における情報共有の効率化に努め
た。 

 (2) 情報公開の推進 

  ・各種統計書，ポケット統計など
を作成し，統計調査結果を積極
的に情報発信するとともに，
オープンデータでの公表に努め
ます。 

総務課 Ｂ 

・各種統計資料の作成や更新など，充実した統計
情報の提供や市民の利便性を考慮したオープン
データでの公表に努めた。 

３ 市民の安全安心の創出 

 (1) 防災対策の推進 

  ・災害対策基本法や国土強靱化基
本法等の改正などを踏まえ，地
域防災計画や強靱化計画など各
種計画の見直しを進めます。 

災害対策課 Ｂ 

・北海道地域防災計画の修正等を踏まえ，令和７
年８月に地域防災計画を改訂したほか，令和８
年３月に強靱化計画(令和８年度～令和12年度)
を策定した。 

  ・避難行動要支援者制度について,
国の取組指針等を踏まえて，災
害時における要支援者の円滑か
つ迅速な避難を確保するため，
災害が想定される地域に居住す
る要支援者を優先し，福祉事業
者や町会などと協力しながら，
実効性のある個別避難計画の作
成に努めます。 

災害対策課 Ｂ 

・計画作成の同意確認を進めるとともに，作成の
同意を得た方については，優先度が高い方を中
心に，福祉事業者等の協力を得ながら作成を進
めた。 

  ・日本海溝・千島海溝地震特措法
に基づく，地震防災対策推進地
域および津波避難対策特別強化
地域の指定を踏まえ，推進計画
等の推進に努めるとともに，ソ
フトおよびハードの両面からの
地震・津波対策に取り組むほか,
洪水や土砂災害などの各種災害
に対応した防災対策を推進しま
す。 

災害対策課 Ｂ 

・新たな津波避難ビルの指定を行い，津波避難困
難地域の解消に努めたほか，踏切等がない線路
を横断しなければ，津波到達前に緊急避難場所
または津波浸水想定区域外へ避難できないエリ
アの調査を行い，避難経路が確保されているこ
とを確認した。 

  



 (2) 防災意識の普及啓発 

  ・自主防災組織の設立を促進する
とともに，防災士の資格取得支
援や意見交換会などを行うほか,
自主防災リーダー養成研修の研
修内容の見直しなどにより，地
域防災力の向上に努めます。 

災害対策課 Ｂ 

・新たに設立された自主防災組織に対し，資機材
の購入に対する補助を行ったほか，防災士資格
の取得を支援するなど，防災士の育成に努めた
ところであり，また，防災士資格を取得した方
を対象とした函館市防災士会において，研修や
意見交換などを行い知識の向上に努めるなど，
地域防災力の向上を図った。 

  ・防災フェスタについては，防災
関係機関の連携の強化を図ると
ともに，防災に関するイベント
を開催し，多くの市民の参加を
促し防災意識の向上を図りま
す。 
また，住民参加型訓練について
は，災害時に的確な避難行動が
行われるよう実践的な訓練を企
画するとともに，町会など地域
主体の自主的な訓練実施を促進
し，住民の自助・共助に対する
意識醸成に努めます。 

災害対策課 Ｂ 

・防災フェスタについては，関係機関の連携によ
る実動訓練に加え，防災関係機関および民間企
業の協力による特殊車両展示や子ども用制服試
着体験など多数のイベントを実施し，約２千人
の市民が参加したところであり，防災関係機関
の連携の強化と地域防災力の向上を図った。 

 
・住民参加型訓練については，火山災害を想定し,

恵山中学校および椴法華総合センターを避難場
所として，町会や関係機関と連携し，避難行動
や救助，避難所運営訓練を実施することで，市
民の防災意識の高揚を図った。 

  ・日本海溝・千島海溝地震に関す
る防災・減災情報などを出前講
座等を通じて引き続き周知して
いき，市民等の防災意識の向上
に努めます。 

災害対策課 Ｂ 

・日本海溝・千島海溝地震について，市ホーム
ページや広報紙，出前講座を通じて情報の周知
を図ったほか，津波避難ビルであるホテルの避
難訓練に協力するなど，防災・減災の取組を進
めた。 

  ・災害時の情報発信については，
市のホームページや防災Ｘ
（エックス）において，迅速か
つ効果的な発信に努めるととも
に，平常時には，広報紙のほか,
Ｗｅｂ版ハザードマップなどを
活用して随時発信し，市民の防
災意識の高揚を図ります。 

災害対策課 Ｂ 

・市のホームページ，広報紙，防災Ⅹなどを活用
して，防災情報や気象情報，防災訓練の実施情
報など，各種情報を発信し，市民の防災意識の
高揚を図った。 

 (3) 大間原子力発電所建設への対応 

  ・大間原発訴訟に係る弁護団との
協議を進めるほか，裁判の内容
について，市のホームページや
広報誌などを通じて周知します｡ 

 また，国，事業者等の動向に注
視し，情報収集を図るなど，引
き続き大間原発建設の凍結のた
めに行動します。 

災害対策課 Ｂ 

・口頭弁論の状況などについて，市のホームペー
ジや広報紙を通じて周知を図り，大間原発の建
設凍結に向けた気運の醸成を図った。 

 (4) 個人情報等の保護対策 

  ・最新のサイバー攻撃に対応した
情報セキュリティ対策の体制維
持に努めます。 

情報 
システム課 

Ｂ 

・個人情報を取扱う全職員に対して，サイバーセ
キュリティの内容を含む研修の実施を徹底した
ほか，情報システム課職員が実践的サイバー防
御演習を受講し，最新のサイバー攻撃に対応で
きるよう研鑽に努めた。 

 
・庁内ネットワークに接続するすべてのパソコン

のウイルス対策ソフトやＯＳを常に最新の状態
に保つことやマルウェア感染防止に関する注意
喚起を行い，セキュリティの維持に努めた。 



  ・個人情報等の適正な取扱いを確
保するため，管理状況について
監査を実施し，取扱状況の把握
により必要な助言等を行います｡ 

文書法制課 
 

情報 
システム課 

 
行政改革課 

Ｂ 

・個人情報等の適正な取扱いを確保するため，監
査等管理計画に基づき対象事務について監査を
実施した。また，改善を要する事項がある事務
に対しては，指導および助言を行い，全ての関
係課において改善措置が講じられた。 

  ・個人情報の取扱いに従事する職
員に対し，具体的な事故防止対
策について啓発するなど，効果
的な情報セキュリティ対策を講
じます。また，個人情報ファイ
ルを取り扱う事務に従事する職
員に対し必要な研修を行います｡ 

文書法制課 
 

情報 
システム課 

 
行政改革課 

Ｂ 

・職員に対し情報漏えい等の事案を周知するとと
もに，具体的な事故防止対策をチェック項目と
したセキュリティチェックリストを示して各種
情報資産の適正な維持管理を徹底させた。 

 
・個人情報等を取り扱う事務に従事する職員に必

要な教育研修を実施した。 
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